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室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

ー
蛤
川
家
文
書

「
大
内
教
弘
条
書
案
」

の
検
討
｜

佐

イ白

弘

次

は
じ
め
に

室
町
時
代
の
守
護
大
名
に
関
す
る
研
究
は
、
か
つ
て
の
守
護
領
国
制
論
的
な
守
護
大
名
を
極
め
て
大
き
く
評
価
す
る
見
解
は
消
滅
し
、

室
町
幕
府
権
力
の
守
護
に
対
す
る
規
制
力
の
強
さ
、
あ
る
い
は
守
護
の
室
町
幕
府
（
将
軍
）
に
対
す
る
求
心
性
の
強
さ
を
強
調
す
る
見
解

が
支
配
的
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
政
治
体
制
が
、
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
と
規
定
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
守
護
大
名
の
幕
府
へ
の
求
心

性
の
強
さ
は
明
白
で
あ
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
、
守
護
大
名
に
よ
る
領
固
形
成
の
動
向
も
全
国
的
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
守
護
大
名
の

歴
史
的
評
価
は
、
守
護
領
国
制
論
の
崩
壊
後
、
や
や
過
少
評
価
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
特
に
室
町
時
代
の
地
域
史
を
考
え
る
場
合
、
｛
寸

護
大
名
の
存
在
は
あ
る
程
度
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
守
護
大
名
の
領
国
支
配
の
問
題
や
室
町
幕
府
と
守
護
大
名
と
の
関
係
は
、
さ
ら
に

多
面
的
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
室
町
幕
府
l
守
護
体
制
が
い
か
に
推
移
し
、
変
質
・
崩
壊
し
て
い
く
の
か
も
様
々
な
観
点

か
ら
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
守
護
職
は
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
室
町
時
代
に
お
け

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

る
大
内
氏
と
少
弐
氏
と
い
う
西
日
本
の
守
護
大
名
の
対
抗
関
係
を
素
材
と
し
て
、
両
者
の
筑
前
守
護
職
を
め
ぐ
る
対
立
お
よ
び
室
町
幕
府

と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
特
に
、
守
護
職
を
め
ぐ
る
抗
争
に
お
け
る
室
町
幕
府
の
動
向
や
守
護
職
補
任
の
実
効
性
に
も
注
目
し
て
、
大
内

氏
と
少
弐
氏
の
関
係
に
お
け
る
室
町
幕
府
の
規
定
性
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

室
町
時
代
に
お
い
て
、
大
内
氏
と
少
弐
氏
は
筑
前
国
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
対
立
・
抗
争
を
繰
り
広
げ
た
。
別
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
よ

う
に
、
中
園
地
方
の
守
護
大
名
で
あ
っ
た
大
内
氏
は
、
南
北
朝
期
か
ら
筑
前
と
関
係
を
有
し
た
が
、
盛
見
期
に
は
荘
園
・
所
職
の
代
官
請

負
と
幕
府
料
国
筑
前
回
の
代
官
就
任
に
よ
っ
て
筑
前
国
に
進
出
し
た
。
持
世
期
に
は
、
幕
府
権
力
を
背
景
と
し
て
、
中
国
・
九
州
地
方
の

奉
公
衆
・
国
人
の
軍
事
力
を
得
て
少
弐
氏
を
圧
倒
し
、
同
氏
を
対
馬
に
追
い
や
る
に
至
っ
た
。
教
弘
期
に
は
、
少
な
く
と
も
文
安
四
年
ご

ろ
に
は
筑
前
国
を
守
護
領
固
化
し
、
守
護
代
・
郡
代
を
置
い
て
支
配
体
制
を
整
備
し
た
。
室
町
期
の
筑
前
守
護
職
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

今
後
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
室
町
期
を
通
し
て
、
室
町
幕
府
権
力
を
背
景
と
し
た
大
内
氏
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
室
町
幕
府
守
護

体
制
の
下
で
は
当
然
の
動
向
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

別
稿
を
発
表
し
て
後
、
大
日
本
古
文
書
と
し
て
『
捲
川
家
文
書
』
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
、
室
町
時
代
の
大
内
氏
と
少
弐
氏
の
動
向
に
関

す
る
新
史
料
が
活
字
化
さ
れ
た
。
『
賂
川
家
文
書
之
一
」
に
五
四
号
文
書
と
し
て
収
録
さ
れ
た
「
教
弘
部
条
書
案
」
（
以
下
、
「
大
内
教
弘

条
書
案
」
と
称
す
）
は
、
当
該
期
の
大
内
氏
と
少
弐
氏
の
関
係
お
よ
び
両
者
と
室
町
幕
府
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
史
料

で
あ
る
。
こ
の
五
か
条
か
ら
な
る
史
料
を
逐
条
検
討
し
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
大
内
氏
と
少
弐
氏
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

次
に
こ
の
史
料
の
成
立
時
期
と
作
成
者
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
史
料
の
史
料
的
性
格
を
明
確
に
し
た
い
。
こ
う
し
た
作
業
を
行
つ

た
上
で
、
室
町
時
代
に
お
け
る
幕
府
と
守
護
の
政
治
的
関
係
を
考
察
し
、
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
の
変
質
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

一
、
史
料
の
検
討

捲
川
家
文
書
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
は
、
無
年
号
で
、
差
出
書
も
充
所
も
な
い
文
書
で
あ
る
。
『
蟻
川
家
文
書
之
こ

の
校
訂
者
は
、



「
コ
ノ
文
書
、
未
ダ
ソ
ノ
年
ヲ
詳
ニ
セ
ズ
、
寛
正
六
年
六
月
二
十
九
日
以
降
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
錐
モ
、
今
姑
ク
コ
コ
ニ
収
ム
、
尚
、
賂
川
毅

元
筆
ニ
カ
カ
ル
」
と
い
う
注
記
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
が
い
つ
誰
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
案
文
が

室
町
幕
府
政
所
代
で
あ
っ
た
賂
川
家
の
家
文
書
に
残
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提

作
業
と
し
て
、
五
か
条
の
条
文
を
逐
条
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
煩
を
い
と
わ
ず
、
史
料
を
逐
条
引
用
し
、
さ
ら
に
関
連
史
料
も

提
示
し
て
、
史
料
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（→ 

第
一
条

一
、
少
弐
カ
事
、
年
久
朝
敵
也
、
サ
レ
ハ
被
成
治
罰
御
教
書
、
御
簾
ヲ
給
テ
、
遂
対
治
事
五
ケ
度
也
、
彼

A

大
出
口

一
流
ハ
、
満
世
討
死
之
時
、
合
戦
場
ニ
テ
失
了
、

御
龍
五
流
内
三
流
ハ
、
子

今
所
持
也
、

一
流
ハ
、
嘉
吉
元
年
十
月
十
四
日
性
通
奉
書
見
了
、
少
弐
カ
事
、
最

初
ヨ
リ
子
今
私
ノ
敵
ニ
ア
ラ
ス
、

「
少
弐
カ
事
、
年
久
朝
敵
也
」
「
少
弐
カ
事
、
最
初
ヨ
リ
子
今
私
ノ
敵
ニ
ア
ラ
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
少
弐
氏
が
「
朝
敵
」
で
あ
り
、

「
私
ノ
敵
」
で
は
な
い
こ
と
が
第
一
条
の
主
張
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
書
が
少
弐
氏
と
対
抗
す
る
勢
力
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
条
書
案
全
体
を
通
し
て
、
大
内
氏
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
文
書
が
大
内
氏
側

の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

少
式
氏
が
朝
敵
で
あ
る
と
い
う
根
拠
と
し
て
、
室
町
幕
府
か
ら
「
治
罰
御
教
書
」
が
出
さ
れ
、
「
御
峠
旗
」
を
下
さ
れ
て
、
少
弐
を
対
治
（
退

治
）
す
る
こ
ど
五
ケ
度
に
及
ぶ
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
下
さ
れ
た
旗
五
流
の
う
ち
三
流
は
現
在
で
も
所
持
し
て
い
る
こ
と
、
残
り
二

流
の
う
ち
一
流
は
、
大
内
満
世
が
討
死
し
た
時
、
合
戦
場
に
て
失
い
、
も
う
一
流
に
つ
い
て
は
嘉
吉
元
年
十
月
十
四
日
性
通
奉
書
に
見
え

る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
室
町
時
代
、
応
仁
の
乱
に
至
る
ま
で
、
大
内
氏
と
少
弐
氏
は
何
度
も
合
戦
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
両
者
の
合
戦

を
、
近
世
史
書
の
み
に
見
え
る
も
の
は
除
外
し
て
一
覧
表
に
す
る
と
表
山
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
合
戦
の
う
ち
、
室
町
幕
府
か
ら
治

罰
御
教
書
・
旗
と
も
に
下
さ
れ
た
明
証
の
あ
る
の
は
、
永
享
五
年
の
み
で
あ
る
。
嘉
吉
元
年
に
は
少
弐
教
頼
治
罰
御
教
書
は
下
さ
れ
て
い

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏



室
町
時
代
に
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け
る
大
内
氏
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弐
氏
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備

書
考

下

少弐話術書
る 旗下

『る

『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
十
二
・
十
三
に
よ
る
）

る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
旗
は
下
さ
れ
て
い
な
い
。
応
永
五
年
に
は
少
弐
貞
頼
対
治
の
御
教
書
が
出
て
お
り
、
足
利
義
満
の
戦
勝
祈
願
の

願
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
旗
も
下
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
治
罰
御
教
書
・
御
旗
を
給
付
さ
れ
て
対
治
を
遂
げ
る
こ
と
五

か
度
の
う
ち
三
か
度
は
、
応
永
五
年
・
永
享
五
年
・
嘉
吉
元
年
の
三
回
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
残
り
こ
か
度
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

五
回
下
さ
れ
た
旗
の
う
ち
三
流
は
大
内
氏
の
手
元
に
あ
る
が
、
一
流
は
満
世
討
死
の
時
、
合
戦
場
に
て
失
う
と
あ
る
。
こ
の
大
内
満
世

は
、
『
蜂
川
家
文
書
之
一
』
の
注
記
通
り
、
永
享
五
年
四
月
二
十
日
京
都
に
お
い
て
討
死
し
て
お
り
、
誤
り
で
あ
る
。
「
捲
川
家
文
書
之
一
』

は
「
永
享
三
年
六
月
二
十
八
日
大
内
盛
見
敗
死
ノ
時
ノ
誤
カ
」
と
す
る
。
少
弐
勢
と
戦
い
、
九
州
に
お
い
て
戦
死
し
た
大
内
氏
一
族
は
、

盛
見
の
他
、
義
弘
の
弟
満
弘
（
応
永
四
年
筑
前
八
回
に
お
い
て
戦
死
）
・
持
世
の
弟
教
祐
（
永
享
八
年
六
月
二
十
七
日
筑
前
宗
像
西
郷
に

お
い
て
戦
死
）
の
二
名
が
い
る
。
満
弘
は
満
世
の
父
で
あ
り
、
文
字
の
類
似
性
か
ら
す
る
と
満
弘
の
誤
り
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

次
に
「
一
流
ハ
、
嘉
吉
元
年
十
月
十
四
日
性
通
奉
書
見
了
」
の
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
の
「
性
通
奉
書
」
は
蜂
川
家
文
書
に
案
文
が
あ
説
。

《

教

舗

刷

｝

【

大

宜

舗

鴨

署

》

太
宰
少
弐
事
、
被
成
治
罰
御
教
書
候
、
目
出
度
候
、
次
御
接
事
、
定
以
前
可
有
御
所
持
候
哉
、
然
者
無
用
候
、
何
大
友
持
直
・
道
瑛
・



品
加
害
・
菊
池
元
朝
・
千
葉
胤
鎮
井
取
材
附
等
事
、
度
々
御
治
罰
之
旨
、
被
仰
下
之
問
、
是
又
今
度
不
被
成
御
教
書
候
、
内
々
可
得
其
意

候
、
恐
々
謹
言
、

高音－一
十
月
十
四
日

｛敏弘－

大
内
新
介
殿

飯
尾
由
連
｝

性
通
在
判

大
内
氏
宛
の
一
連
の
文
書
案
文
の
中
の
一
通
で
あ
る
。
こ
の
文
書
が
発
給
さ
れ
る
背
景
は
、
第
三
条
に
詳
し
い
。
室
町
幕
府
奉
行
人
飯

尾
貞
連
（
性
通
）
の
書
状
で
あ
り
、
少
弐
教
頼
治
罰
御
教
書
が
幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
、
御
旗
と
大
友
持
直
以
下
の
治
罰
御
教
書
は
出

さ
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
第
一
条
の
「
一
流
ハ
、
嘉
吉
元
年
十
月
十
四
日
性
通
奉
書
見
了
」
と
い
う
の
は
、
本
書
状
の
中
の
「
次
御

麓
事
、
定
以
前
可
有
御
所
持
候
哉
、
然
者
無
用
候
」
の
箇
所
を
さ
し
て
い
る
。
大
内
教
弘
に
下
さ
る
べ
き
旗
は
、
以
前
下
し
た
も
の
を
大

内
氏
が
所
持
し
て
い
る
の
で
下
さ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
条
書
案
で
は
、
御
旗
五
流
を
幕
府
か
ら
下
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
嘉

吉
元
年
に
は
下
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
の
下
付
は
四
流
で
あ
っ
た
。

。

第

二

条
4

崎】

A

大
内
》

て
筑
前
国
事
、
普
代
知
行
也
、
但
永
享
十
一
年
修
理
大
夫
持
世
事
、
別
而
被
仰
出
之
旨
有
テ
、
可
上
洛
仕
之
由
、
被
仰
下
之
時
、
上

洛
ナ
ク
テ
ハ
不
叶
之
問
、
言
上
ノ
様
ハ
、
九
州
事
御
大
僕
之
問
、
サ
ラ
ハ
少
弐
ヲ
御
免
ア
レ
、
彼
仁
ト
申
談
テ
、
可
致
参
洛
之
由
申

時
、
永
事
十
二
年
二
月
廿
五
日
、
少
弐
嘉
頼
ヲ
御
免
ノ
御
教
書
被
成
了
、
何
則
致
参
洛
也
、
委
曲
彼
御
文
言
ニ
見
了
、

こ
の
第
二
条
は
、
別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
永
享
十
二
年
の
少
弐
嘉
頼
赦
免
に
関
す
る
重
要
史
料
で
あ
る
。
「
筑
前
国
事
、
普
代
知

行
也
」
と
い
う
の
は
、
大
内
氏
が
筑
前
守
護
職
を
代
々
相
伝
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
応
永
期
の
筑
前
守
護
は
少
弐
氏

で
あ
り
、
一
本
来
は
少
弐
氏
が
筑
前
回
を
「
普
代
知
行
」
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
言
か
ら
、
大
内
氏
は
筑
前
守
護
職
の
少
弐
氏
に

よ
る
「
普
－
代
知
行
」
の
事
実
を
否
定
し
、
大
内
氏
の
知
行
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
少
弐

氏
に
よ
る
筑
前
守
護
職
「
普
代
知
行
」
の
主
張
、
な
い
し
は
筑
前
守
護
職
還
補
要
求
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

五



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

ムノ、

「
但
」
以
下
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
全
国
的
な
反
乱
の
頻
発
、
特
に
大
和
越
智
氏
・
箸
尾
氏
ら
の
反
乱
と
大
覚
寺
義
昭
の
反
乱

が
契
機
と
な
り
、
永
享
十
一
年
、
足
利
義
教
は
在
国
中
の
大
内
持
世
に
上
洛
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
内
持
世
は
、
「
九
州
の
事
が
『
御

大
儀
』
で
あ
る
の
で
、
幕
府
の
追
討
を
う
け
て
い
る
少
弐
嘉
頼
を
赦
免
し
て
い
た
だ
き
、
嘉
頼
と
申
し
談
じ
て
か
ら
参
洛
す
る
」
と
義
教

に
一
言
上
し
た
。
本
条
で
は
、
翌
十
二
年
二
月
二
十
五
日
に
少
弐
嘉
頼
が
赦
免
さ
れ
、
参
洛
し
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
実
は
大
内

持
世
は
義
教
の
上
洛
命
令
に
す
ぐ
に
は
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
幕
府
か
ら
安
芸
国
所
領
一
所
を
没
収
さ
れ
て
い
る
。
持
世
の
上
洛
は
、
赦

免
後
の
十
二
年
三
月
六
日
以
降
で
あ
る
。
大
内
氏
側
は
自
ら
に
不
利
に
な
る
事
実
は
記
さ
な
か
っ
た
。

「
永
享
十
二
年
二
月
廿
五
日
、
少
弐
嘉
頼
ヲ
御
免
ノ
御
教
書
」
と
は
、
賂
川
家
文
書
に
案
文
が
あ
る
次
の
文
書
で
あ
る
。

嘉
頼
事
、
頻
被
申
之
問
、
被
免
詑
、
自
今
以
後
成
水
魚
之
思
、
相
互
毎
事
致
談
合
、
可
被
抽
忠
節
、
但
嘉
頼
猶
有
別
心
之
儀
者
、
可
加

治
罰
之
旨
、
各
被
仰
之
、
早
可
有
存
知
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
の
執
達
如
件
、

（
細
川
持
之
－

右
京
大
夫

永
大事
内十
修二
理長年
大決一
夫月
殿廿
五
日

管
領
細
川
持
之
奉
ず
る
室
町
将
軍
家
御
教
書
で
あ
り
、
少
弐
嘉
頼
の
赦
免
を
大
内
持
世
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
書
は
先
の
他
地
川

家
文
書
二
人
号
口
飯
尾
貞
連
書
状
案
と
一
連
の
文
書
案
で
あ
日
、
こ
の
一
連
の
文
書
案
が
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
の
具
書
と
し
て
室
町
幕

府
に
上
進
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
将
軍
家
御
教
書
案
の
官
頭
「
嘉
頼
事
、
頻
被
申
之
問
、
被
免
託
」
の
部
分
は
、
本
条
書

案
第
二
条
の
内
容
と
合
致
し
て
い
る
。

こ
の
第
二
条
で
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
冒
頭
の
「
筑
前
国
事
、
普
代
知
行
也
」
の
部
分
と
、
「
但
」
以
下
の
部
分
が

ど
の
よ
う
に
意
味
的
に
接
続
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
冒
頭
部
分
は
、
大
内
氏
が
代
々
筑
前
守
護
で
あ
る
こ
と

を
の
べ
た
も
の
で
あ
り
、
「
但
」
以
下
は
、
永
享
十
二
年
二
月
二
十
五
日
の
少
弐
嘉
頼
赦
免
の
経
過
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
見
す
る
と
両
者
は
整
合
的
に
連
続
し
な
い
。
両
者
を
整
合
的
に
捉
え
る
に
は
、
こ
の
第
二
条
が
全
体
と
し
て
何
を
主
張
し
て
い
る
の
か



を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
冒
頭
で
大
内
氏
の
筑
前
守
護
職
補
妊
の
正
当
性
を
の
ぺ
て
い
る
こ
と
は
、
大
内
氏
と
対
立
す
る
側
す
な
わ
ち
少

弐
氏
が
筑
前
守
護
職
の
知
行
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
。
こ
の
少
弐
氏
側
の
主
張
に
対
し
て
、
大
内
氏
が
反
論

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
内
氏
側
が
永
享
十
二
年
の
少
弐
嘉
頼
赦
免
の
事
実
に
特
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
少
弐
氏
側
が
こ
の
事
実
を
も
っ

て
、
筑
前
守
護
へ
の
還
補
を
主
張
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
第
四
条
と
も
関
連
す
る
の
で
、
そ
こ
で
さ
ら
に
検
討
す
る
。

臼

第

三

条

（

足

利

義

教

｝

工

入

内

》

一
、
以
此
分
、
永
享
十
二
年
持
世
上
洛
之
処
、
嘉
吉
元
年
普
広
院
殿
様
ノ
御
後
、
左
京
大
夫
入
道
教
弘
播
州
へ
発
向
ノ
為
ニ
、
芸
州
マ

テ
進
発
ア
レ
ハ
、

ハ
ヤ
ヤ
カ
テ
其
間
一
一
、
少
弐
被
仰
付
ツ
ル

上
意
ノ
旨
ヲ
違
背
シ
テ
、
筑
前
国
事
ハ
不
及
申
、
豊
前
国
ニ
乱
入
シ

テ
、
長
門
国
堺
赤
間
関
辺
マ
テ
及
競
望
、
則
九
州
令
錯
乱
之
問
、
教
弘
芸
州
ヨ
リ
ス
ク
ニ
豊
前
国
へ
渡
海
有
テ
、
即
時
ニ
遂
対
治
了
、

の
少
弐
己
下
凶
徒
、
至
対
馬
国
悉
没
落
了
、
其
己
後
モ
、
彼
等
難
出
張
、
毎
度
即
時
追
討
了
、

冒
頭
の
「
以
此
分
、
永
享
十
二
年
持
世
上
洛
之
処
」
の
部
分
で
あ
る
が
、
永
掌
十
二
年
三
月
六
日
、
大
内
持
世
は
阿
蘇
惟
忠
に
対
し
て

「
兼
又
我
々
事
、
為
上
洛
下
松
と
申
所
ま
て
罷
越
候
之
処
、
上
使
下
着
之
問
、
可
令
逗
留
之
由
被
仰
出
候
、
的
於
当
津
彼
両
人
相
待
候
」

と
の
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
在
国
中
の
大
内
持
世
は
、
永
享
十
二
年
二
月
二
十
五
日
の
少
弐
嘉
頼
赦
免
の
情
報
を
得
た
直
後
に
上
洛

を
決
意
し
、
周
防
国
下
松
ま
で
到
っ
た
が
、
九
州
上
使
飯
尾
為
行
・
同
貞
連
両
名
の
下
着
を
待
つ
よ
う
に
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た
の
で
、

下
松
に
お
い
て
上
使
両
名
を
待
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
上
使
と
対
面
の
後
、
大
内
持
世
は
上
洛
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
「
嘉
吉
元
年
普
広
院
殿
様
ノ
御
後
、
・
：
：
：
：
教
弘
芸
州
ヨ
リ
ス
ク
ニ
豊
前
回
へ
渡
海
有
テ
、
即
時
二
遂
対
治
了
」
の
部
分
を
検
討

し
よ
う
。
「
嘉
吉
元
年
普
広
院
殿
様
ノ
御
後
」
と
は
、
嘉
吉
元
年
六
月
二
十
四
日
の
赤
松
満
祐
に
よ
る
足
利
義
教
暗
殺
事
件
（
嘉
吉
の
乱
）

の
後
を
意
味
す
る
。
嘉
吉
の
乱
直
後
の
動
向
を
年
表
化
し
た
の
が
表
山
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
幕
府
の
態
勢
が
整
い
、
赤
松
満
祐
討

伐
が
本
格
化
す
る
の
は
七
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
各
国
の
国
人
が
守
護
に
率
い
ら
れ
て
赤
松
軍
と
戦
っ
て
い
る
。
戦
闘
の
決
着
が
つ

く
の
は
九
月
十
日
で
、
翌
閏
九
月
に
論
功
行
賞
が
行
わ
れ
て
い
る
。

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

七
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室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

人

嘉
吉
の
乱
後
の
動
向
（
富
吉
元
年
）

記

事

赤
松
満
祐
、
足
利
義
教
を
殺
し
、
播
磨
に
走
る

諸
将
、
幕
府
に
会
議
し
、
義
教
の
子
千
也
茶
丸
（
義
勝
）
を
立
て
、
管
領
細
川
持
之
を
輔
佐
と
な
す

幕
府
、
細
川
持
常
・
赤
松
貞
村
ら
を
遣
し
、
摂
津
よ
り
進
み
て
赤
松
満
祐
を
伐
た
し
む

赤
松
貞
村
、
同
満
祐
を
兵
庫
に
破
る

幕
府
、
山
名
持
豊
・
河
野
通
直
ら
を
遣
し
、
丹
波
・
但
馬
よ
り
進
み
て
赤
松
満
祐
を
伐
た
し
む

大
内
持
世
卒
す
。
教
弘
嗣
ぐ

幕
府
の
請
に
よ
り
、
赤
松
満
祐
父
子
追
討
の
繍
旨
を
下
す

細
川
持
之
、
和
田
盛
助
を
し
て
和
泉
守
護
細
川
教
春
に
属
し
、
赤
松
満
祐
を
伐
た
し
む

細
川
持
常
・
赤
松
貞
村
・
細
川
持
親
ら
、
播
磨
塩
屋
関
を
焼
く

美
作
に
お
け
る
赤
松
満
祐
敗
軍
の
報
、
幕
府
に
至
る

細
川
持
常
ら
、
赤
松
教
康
と
播
磨
に
戦
、
つ

山
名
教
愛
ら
、
赤
松
満
祐
の
兵
と
播
磨
に
戦
う

山
名
持
豊
、
播
磨
堀
域
を
攻
略
。
赤
松
満
祐
父
子
、
同
国
木
山
城
に
遁
る

山
名
持
豊
ら
、
播
磨
木
山
城
を
攻
略
。
赤
松
満
祐
自
殺
す

是
月
、
幕
府
、
赤
松
満
祐
討
伐
の
功
を
論
じ
賞
を
行
、
っ

（
『
史
料
綜
覧
』
巻
七
よ
り
）

表

ωに
も
あ
る
よ
う
に
、
大
内
持
世
は
こ
の
六
月
二
十
四
日
の
足
利
義
教
暗
殺
の
場
に
同
席
し
て
お
り
、
そ
の
時
う
け
た
傷
が
も
と
で

七
月
二
十
八
日
に
没
し
た
。
「
左
京
大
夫
入
道
教
弘
播
州
へ
発
向
ノ
為
ニ
、
芸
州
マ
テ
進
発
ア
レ
ハ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
持
世
の
跡
を
継

承
し
た
教
弘
は
、
赤
松
満
祐
討
伐
さ
ら
に
は
幕
府
に
よ
る
上
洛
命
令
に
応
え
る
た
め
、
周
防
か
ら
安
芸
に
到
っ
た
。
こ
の
時
、
「
少
弐
被

仰
付
ツ
ル
上
意
ノ
旨
ヲ
違
背
シ
テ
、
筑
前
国
事
ハ
不
及
申
、
最
前
国
ニ
乱
入
シ
テ
、
長
門
国
堺
赤
間
関
辺
マ
テ
及
競
望
、
則
九
州
令
錯
乱
」

が
「
上
意
」
す
な
わ
ち
幕
府
の
赤
松
討
伐
命
令
に
背
き
、
筑
前
・
豊
前
に
乱
入
し
、
長
門
闇

と
い
う
事
態
と
な
っ
た
。
少
弐
氏
（
教
頼
）



堺
に
あ
た
る
赤
間
闘
を
攻
略
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
九
州
錯
乱
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
少
弐
氏
は
永
事
十
二
年
に
赦
免
さ
れ

た
が
、
筑
前
守
護
に
還
補
き
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
、
嘉
吉
の
乱
の
勃
発
、
さ
ら
に
は
大
内
持
世
の
死
と
い
う
好
機
を
と
ら
え
、
筑
前
・

豊
前
の
実
力
的
支
配
を
意
図
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
大
内
氏
側
の
主
張
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
少
弐
嘉
頼
は
嘉
吉
元
年
八
月

以
降
、
筑
前
・
肥
前
・
豊
前
の
国
人
・
寺
社
に
対
し
て
、
安
堵
状
・
寄
進
状
を
発
給
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
少
弐
氏
を
援
助
す
る
立
場
に

あ
っ
た
対
馬
の
宗
貞
盛
も
、
嘉
吉
元
年
六
月
一
日
、
家
臣
に
対
し
て
筑
前
国
早
良
郡
山
門
庄
代
官
職
等
を
宛
行
っ
て
い
る
。
六
月
一
日
は

嘉
吉
の
乱
以
前
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
弐
氏
・
宗
氏
の
北
部
九
州
に
お
け
る
峰
起
は
、
当
初
嘉
吉
の
乱
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
た
旧

守
護
管
国
回
復
H

大
内
氏
排
除
の
活
動
で
あ
り
、
蜂
起
直
後
に
嘉
吉
の
乱
が
お
こ
り
、
規
模
が
拡
大
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
に
見
え
る
「
九
州
錯
乱
」
と
い
う
文
言
は
、
他
の
史
料
に
も
見
え
て
い
る
。

少
弐
氏
・
宗
氏
の
蜂
起
に
よ
る
九
州
錯
乱
に
際
し
、
大
内
教
弘
は
「
芸
州
ヨ
リ
ス
ク
ニ
豊
前
国
へ
渡
海
有
テ
、
即
時
ニ
遂
対
治
了
」
と

い
う
行
動
を
し
た
。
同
年
九
月
二
十
七
日
付
飯
尾
貞
連
害
状
案
に
、
大
内
教
弘
が
上
洛
の
た
め
九
月
八
日
に
乗
船
し
、
そ
の
後
安
芸
に
到

着
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
条
書
案
の
記
事
を
裏
付
け
て
い
る
。
同
年
十
月
五
日
、
室
町
幕
府
は
次
の
よ
う
な
将
軍
家
御
教
書

を
豊
前
国
人
佐
田
盛
景
に
発
給
し
た
。

A

教
弘
〉

九
州
事
、
就
錯
乱
、
為
大
内
新
介
合
力
、
差
置
在
所
、
令
渡
海
云
々
、
尤
神
妙
、
早
可
被
致
戦
功
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
の
執
達
知
件
、

《
掴
川
持
之
》

右
京
大
夫
（
花
押
）

嘉
佐吉
田元
因量年
幡璽十
守月
殿五
日

豊
前
国
人
佐
田
盛
景
は
、
少
弐
氏
の
鯨
起
に
よ
っ
て
「
九
州
錯
乱
」
と
い
、
っ
状
況
に
な
っ
た
時
、
大
内
教
弘
合
力
の
た
め
、
在
所
を
差

し
置
い
て
「
渡
海
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
在
所
と
は
、
佐
田
氏
の
豊
前
回
内
の
居
所
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
豊
前
か
ら
渡
海
す
る
先
は

対
岸
の
長
門
と
考
え
ら
れ
る
。
豊
前
回
は
南
北
朝
後
期
に
大
内
氏
の
守
護
管
固
と
な
っ
て
以
来
、
大
内
氏
と
関
係
が
深
い
。
盛
見
以
降
、

｛初｝

守
護
領
固
化
が
進
展
し
、
大
内
氏
は
代
々
守
護
職
を
世
襲
し
た
。
こ
の
た
め
、
豊
前
国
人
と
大
内
氏
の
関
係
は
緊
密
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

九



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

。

た
関
係
に
よ
っ
て
、
佐
田
氏
は
大
内
教
弘
に
味
方
す
べ
く
本
拠
を
離
れ
、
長
門
に
渡
海
し
た
の
で
あ
る
。

佐
田
盛
景
は
嘉
吉
元
年
十
月
二
十
三
日
、
十
月
五
日
付
将
軍
家
御
教
書
に
対
す
る
請
文
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
盛
景
は
、
「
抑

就
渡
海
事
、
柔
被
仰
下
候
、
面
目
之
至
、
余
子
身
候
、
弥
可
抽
戦
功
候
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
文
言
は
、
佐
田
盛
景
の
大
内
教
弘
に
対

す
る
忠
節
が
、
室
町
幕
府
に
対
す
る
忠
節
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
守
護
大
内
氏
へ
の
求
心
性
は
、
幕
府
｜
守
護
体
制
の
枠
組

み
を
通
し
て
幕
府
へ
の
求
心
性
に
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
室
町
幕
府
は
嘉
吉
元
年
十
月
十
四
日
、
毛
利
氏
に
対
し
て
「
九

州
事
、
不
日
令
進
発
、
合
力
大
内
新
介
、
可
被
抽
忠
節
之
由
」
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
日
付
で
出
さ
れ
た
の
が
、
次
の
蜂
川
家
文
書

中
の
将
軍
家
御
教
書
案
で
あ
る
。

太
宰
少
弐
教
頼
治
罰
事
、
各
被
成
御
教
書
皐
、
次
豊
後
国
残
党
事
、
子
細
同
前
、
不
廻
時
日
、
可
被
加
退
治
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
伺

執
達
知
件
、

嘉
吉
元
年
十
月
十
四
日

A

紋
弘
v

大
内
新
介
殿

こ
の
文
書
は
、
少
弐
教
頼
治
罰
御
教
書
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
を
大
内
教
弘
に
伝
達
し
、
「
不
廻
時
日
、

【
細
川
持
之
）

右
京
大
夫

可
被
加
退
治
之
由
」
を
命
じ
た

も
の
で
あ
り
、
治
罰
御
教
書
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
年
十
月
十
四
日
に
少
弐
教
頼
治
罰
や
豊
後
国
残
党
追
討
の
命
令
が
幕
府

か
ら
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
幕
府
に
よ
る
少
弐
教
頼
治
罰
も
こ
の
時
を
起
点
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
吉
の
乱
の
論
功
行
賞

も
終
り
、

一
段
落
つ
い
た
と
こ
ろ
で
幕
府
は
少
弐
教
頼
治
罰
命
令
を
発
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
大
内
氏
側
の
申
請
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

第
三
条
で
は
、
「
教
弘
芸
州
ヨ
リ
ス
ク
ニ
豊
前
国
へ
渡
海
有
テ
、
即
時
ニ
遂
対
治
了
」
と
あ
り
、
教
弘
が
安
芸
か
ら
引
き
返
し
、
豊
前

に
渡
海
し
て
即
時
に
少
弐
教
頼
を
退
治
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
弐
教
頼
の
発
給
文
書
は
、
嘉
吉
元
年
八
月
か
ら
同
三
年
三
月
ま

で
、
筑
前
・
豊
前
・
肥
前
関
係
文
書
に
残
っ
て
お
り
、
少
弐
氏
も
根
強
く
抵
抗
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
最
終
的
に
は
、
「
の
少
弐
己



下
凶
徒
、
至
対
馬
国
悉
没
落
了
」
と
あ
る
よ
う
に
、
少
弐
教
頼
は
対
馬
宗
氏
の
も
と
に
逃
れ
た
。
そ
の
問
、
嘉
吉
二
年
三
月
に
は
筑
前
回

千
手
城
・
馬
見
、
同
七
月
に
は
筑
前
国
金
井
手
山
と
筑
前
各
地
で
合
戦
が
続
い
て
い
る
。
嘉
吉
二
年
と
比
定
さ
れ
て
い
る
五
月
二
十
七
日

A
Z｝
 

細
川
持
之
書
状
（
渋
川
教
直
宛
）
に
、
「
就
少
弐
退
散
事
、
御
注
進
之
趣
、
委
細
九
州
静
誰
明
出
候
」
と
あ
る
。
こ
の
文
書
の
年
代
を
信

ず
れ
ば
、
嘉
吉
二
年
五
月
二
十
七
日
以
前
に
少
弐
教
頼
は
退
散
し
、
「
九
州
静
誼
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
、

室
町
幕
府
は
次
の
よ
う
な
将
軍
家
御
教
書
を
九
州
国
人
に
発
給
す
る
。

太
宰
少
弐
教
頼
・
大
友
中
務
大
輔
持
直
・
大
内
孫
太
郎
教
幸
等
事
、
相
尋
落
所
、
不
日
可
被
加
拍
罰
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
白
執
達
知

件

嘉
志吉
賀二
民年
部十
大観ー
輔望月
殿十
五
日

（

am山
持
困
｝

沙
弥
（
花
押
）

室
町
幕
府
が
、
少
弐
教
頼
・
大
友
持
直
・
大
内
教
幸
ら
の
落
所
を
尋
ね
、
治
罰
を
加
、
つ
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
治
罰
御
教
書
で
あ
る
。
こ

れ
と
同
日
付
・
同
内
容
の
文
書
が
志
賀
親
日
間
に
対
し
て
も
出
さ
れ
て
い
る
。
嘉
吉
二
年
五
月
二
十
七
日
以
前
に
少
弐
教
頼
は
退
散
し
、
こ

の
十
二
月
の
段
階
で
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
大
友
持
直
ら
と
同
様
、
落
所
を
尋
究
し
、
治
罰
を
加
う
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
十
二
月
十
五
日
将
軍
家
御
教
書
で
は
、
大
内
教
弘
の
兄
教
幸
が
治
罰
対
象
者
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

持
世
没
後
の
大
内
氏
に
家
督
継
承
を
め
ぐ
っ
て
内
紛
が
あ
り
、
教
幸
は
教
弘
側
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
三
一
条

の
末
尾
で
は
、
嘉
吉
元
年
以
降
も
少
弐
氏
は
筑
前
に
度
々
出
張
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
度
に
即
時
撃
退
し
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
嘉
吉
の
乱
か
ら
同
二
年
に
至
る
大
内
氏
と
少
弐
氏
の
関
係
は
、
朝
鮮
の
史
料
で
あ
る
申
叔
舟
『
海
東
諸
国
紀
』
（
一
四

七
一
年
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

今
天
皇
嘉
吉
元
年
辛
酉
、
大
臣
赤
松
作
乱
、
国
王
徴
兵
諸
州
、
小
二
殿
不
至
、
国
王
命
大
内
殿
討
之
、
嘉
頼
兵
敗
奔
肥
前
州
平
戸
源
義

所
居
、
尋
投
対
馬
島
美
女
浦
、
対
馬
島
亦
其
所
管
、
大
内
殿
遂
尽
有
小
二
所
管
筑
前
州
博
多
宰
府
等
地
、
後
嘉
頼
欲
復
旧
地
、
挙
兵
而

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

往
至
上
松
浦
、
大
内
殿
迎
撃
、
敗
之
、
嘉
頼
奔
還
対
馬
、

少
弐
嘉
頼
の
没
し
た
の
は
、
永
享
十
三
年
（
嘉
吉
元
）
正
月
九
日
で
あ
る
の
で
、
こ
の
『
海
東
諸
国
紀
』
の
記
事
は
、
嘉
頼
を
教
頼
と

訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
を
除
外
す
る
と
、
こ
の
記
事
は
第
三
条
の
内
容
と
も
基
本
的
に
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
条

で
は
、
「
伺
少
弐
己
下
凶
徒
、
至
対
馬
国
悉
没
落
了
」
と
あ
っ
て
、
少
弐
氏
が
す
ぐ
に
対
馬
に
没
落
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
『
海
東

諸
国
紀
』
は
、
少
弐
教
頼
（
文
中
で
は
嘉
頼
）
が
ま
ず
平
戸
の
源
義
の
も
と
に
逃
れ
、
そ
の
後
対
馬
島
美
女
浦
（
三
根
浦
）
に
退
却
し
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
後
者
の
方
が
記
述
が
詳
し
い
。
そ
の
後
、
少
弐
氏
が
旧
地
回
復
の
た
め
度
々
九
州
に
出
兵
し
た
が
、
大
内
氏
の
た

め
に
失
敗
に
終
っ
た
こ
と
は
、
第
三
条
の
末
尾
の
部
分
と
同
一
で
あ
る
。

四

第

四

条

一
、
少
弐
カ
事
、
若
己
前
御
免
、
文
ハ
筑
前
国
ヲ
御
還
補
ノ
様
ニ
申
事
ア
ラ
ハ
、
永
享
十
二
年
二
月
廿
五
日
御
教
書
事
タ
ル
ヘ
シ
、

レ
ハ
其
後
嘉
吉
元
年
背

ソ

上
意
之
旨
、
又
御
教
書
ニ
見
了
、

冒
頭
の
「
少
弐
カ
事
、
若
己
前
御
免
、
又
ハ
筑
前
国
ヲ
御
還
裕
ノ
様
ニ
・
甲
事
ア
ラ
ハ
」
と
い
う
筒
所
は
、
少
弐
氏
側
の
主
張
を
明
瞭
に

物
語
っ
て
い
る
。
少
弐
氏
は
、
幕
府
か
ら
赦
免
さ
れ
た
こ
と
と
、
筑
前
国
の
還
補
す
な
わ
ち
筑
前
守
護
職
の
返
付
を
う
け
た
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
条
を
検
討
し
た
時
、
大
内
氏
は
、
少
弐
氏
に
よ
る
筑
前
守
護
職
の
譜
代
知
行
の
事
実
を
否
定
し
、
大
内
氏
の

知
行
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
時
少
弐
氏
が
筑
前
守
護
職
の
知
行
の
正
当
性
を
主
張
し
、
大
内
氏
が
こ
れ
に
反
論

し
た
こ
と
を
推
定
し
た
。
第
四
条
は
、
そ
の
推
定
の
傍
証
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
条
の
後
半
部
は
、
大
内
氏
の
反
論
の
内
容
で
あ
る
。
「
少
弐
カ
事
、
：
：
：
：
・
永
享
十
二
年
二
月
廿
五
日
御
教
書
タ
ル
ヘ
シ
」
の
部

分
は
、
少
弐
氏
が
赦
免
の
事
実
や
筑
前
回
還
補
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
永
享
十
二
年
二
月
二
十
五
日
将
軍
家
御
教
書
（
口
で
引
用
）

に
基
づ
い
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
将
軍
家
御
教
書
は
筑
前
回
還
補
の
史
料
で
は
な
く
、
少
弐
嘉
頼
赦
免
の
事
実
の
み
を
物
語
っ

て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
も
、
赦
免
の
事
実
も
「
其
後
嘉
吉
元
年
背
上
意
之
旨
、
又
御
教
書
ニ
見
了
」
と
あ
る
よ
う
に
、
嘉



吉
元
年
に
教
頼
が
上
意
に
背
い
た
た
め
に
帳
消
し
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
御
教
書
」
と
は
、
日
で
引
用
し
た
嘉
吉
元

年
十
月
十
四
日
室
町
将
軍
家
御
教
書
案
で
あ
り
、
特
に
そ
の
冒
頭
の
「
太
宰
少
弐
教
頼
治
罰
事
、
各
被
成
御
教
書
畢
」
の
部
分
が
、
「
背

上
意
」
の
文
言
を
証
明
し
て
い
る
。
第
四
条
で
大
内
氏
は
、
少
弐
氏
の
主
張
す
る
赦
免
・
筑
前
国
還
補
を
い
ず
れ
も
否
定
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
第
一
条
の
「
少
弐
カ
事
、
年
久
朝
敵
也
」
「
少
弐
カ
事
、
最
初
ヨ
リ
子
今
私
ノ
敵
ニ
ア
ラ
ス
」
と
い
う
大
内
氏
の
主
張
と

対
応
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
内
氏
は
一
貫
し
て
少
弐
氏
の
筑
前
守
護
職
還
補
の
事
実
を
否
定
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
こ
れ
は
事
実
に
即
し
た

主
張
で
あ
ろ
う
か
。
永
享
十
二
年
二
月
二
十
五
日
の
少
弐
嘉
頼
赦
免
の
御
教
書
は
、
赦
免
の
事
実
し
か
記
し
て
お
ら
ず
、
大
内
氏
の
主
張

す
る
よ
う
に
筑
前
守
護
職
の
還
補
の
史
料
で
は
な
い
。
し
か
し
、
永
事
十
二
年
八
月
三
日
付
の
宗
盛
国
の
文
書
が
博
多
関
係
史
料
に
残
っ

て
お
り
、
少
弐
氏
側
は
筑
前
圏
内
に
あ
る
程
度
勢
力
を
回
復
し
た
と
考
対
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
安
二
年
に
は
少
弐
教
頼
が
筑
前
守
護
に
還

補
さ
れ
た
明
証
が
あ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
文
安
二
年
二
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
宗
氏
・
少
弐
氏
の
文
書
が
筑
前
国
関
係
で
検
出
さ
れ

る
。
少
弐
教
頼
は
、
短
期
間
で
は
あ
る
が
筑
前
守
護
と
し
て
の
活
動
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
敵
対
勢
力
で
あ
る
大
内
氏
が
こ
の
事
実
を

知
ら
な
い
は
ず
は
な
く
、
少
弐
氏
に
反
論
す
る
た
め
に
、
不
利
な
事
実
を
隠
蔽
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
「
筑
前
国
ヲ
御
還
補
ノ
様
ニ
申

事
ア
ラ
ハ
」
と
い
う
の
は
、
少
弐
氏
が
文
安
二
年
の
筑
前
守
護
職
還
補
の
事
実
を
主
張
し
、
筑
前
国
知
行
の
正
当
性
を
主
張
し
た
こ
と
を

推
定
せ
し
め
る
。

国

第

五

条

て
東
西
条
事
ハ
、
寛
正
六
年
六
月
廿
九
日

御
判
頂
戴
、
別
而
御
文
言
一
段
御
明
鏡
之
上
者
、
巨
細
申
マ
テ
モ
ナ
シ
、

こ
の
東
西
条
は
、
大
内
氏
領
で
あ
っ
た
安
芸
国
東
西
条
を
さ
す
。
「
寛
正
六
年
六
月
廿
九
日
御
判
」
と
は
、
地
川
家
文
書
に
あ
る
足
利

義
政
御
判
御
教
書
案
で
あ
る
。

｛
足
利
韓
政
－
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4
官
山
干

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

四

安
芸
国
東
西
条
事
、
雄
被
宛
行
武
田
大
膳
大
夫
信
賢
、
就
越
訴
、
両
方
札
決
之
処
、
云
文
書
道
理
、
云
知
行
年
記
、
理
運
不
能
左
右
上

者
、
於
所
給
信
賢

御
判
者
、
被
召
返
畢
、
早
任
当
知
行
之
旨
、
大
内
左
京
大
夫
人
道
教
弘
領
掌
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

寛
正
六
年
六
月
廿
九
日

安
芸
国
東
西
条
は
、
安
芸
分
郡
守
護
武
田
信
賢
に
宛
行
わ
れ
て
い
た
が
、
大
内
氏
側
が
越
訴
し
た
の
で
幕
府
法
廷
で
審
理
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
「
文
書
道
理
」
「
知
行
年
記
」
い
ず
れ
も
大
内
氏
に
道
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
武
田
信
賢
に
与
え
て
い
た
御
判

は
召
し
返
さ
れ
た
。
早
く
当
知
行
の
旨
に
任
せ
て
大
内
教
弘
が
知
行
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
本
領
安
堵
（
返
付
）
の
御

判
御
教
書
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

小
早
川
文
書
に
関
連
史
料
が
あ
る
。

安
芸
国
東
西
条
事
相
官

【
政
弘
－

度
々
御
成
敗
之
処
、
子
今
不
事
行
之
条
、
太
不
可
然
、
所
詮
、
為
使
節
斡
耕
号
令
下
向
、
申
含
大
内
亀
童
、
可
被
渡
付
武
田
大
膳
大
夫

ー「

信
賢
代
、
若
尚
有
難
渋
之
儀
者
、
不
能
註
進
之
、
在
彼
在
所
、
相
催
方
々
輩
、
沙
汰
居
之
、
可
被
帰
参
失
、

。
飯
尾
之
種
の
裏
花
押
あ
り

こ
れ
に
よ
る
と
、
安
芸
国
東
西
条
が
武
田
信
賢
に
宛
行
わ
れ
た
の
は
寛
正
二
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
正
六
年
の
御
判
御
教
書
に

「
越
訴
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
内
氏
と
武
田
氏
の
問
で
東
西
条
を
め
ぐ
る
相
論
が
あ
り
、
寛
正
二
年
に
幕
府
の
裁
定
に
よ
っ

て
武
田
氏
が
勝
訴
し
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
引
用
し
た
小
早
川
文
書
に
よ
る
と
、
そ
の
打
渡
が
う
ま
く
い
か
ず
、
小
早
川
・
宮
両
氏
に

使
節
と
し
て
遵
行
す
る
よ
う
に
命
令
が
出
た
の
で
あ
る
。
打
渡
が
出
来
な
い
理
由
は
、
大
内
氏
が
東
西
条
を
実
力
で
知
行
し
つ
づ
け
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
小
早
川
文
書
に
い
う
「
難
渋
」
で
あ
る
。
大
内
氏
は
そ
の
後
、
「
越
訴
」
と
い
う
形
で
幕
府
に
訴
え
、
再
審
理
の

結
果
、
大
内
教
弘
が
勝
訴
し
、
大
内
氏
に
安
堵
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
御
判
御
教
書
に
「
早
任
当
知
行
之
旨
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
た
め
、

寛
正
二
年
の
敗
訴
後
も
大
内
氏
は
東
西
条
の
知
行
を
継
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る



引
用
し
た
足
利
義
政
御
判
御
教
書
案
は
、
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
に
添
付
さ
れ
た
具
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
別
而
御
文
言
一
段

御
明
鏡
之
上
者
、
巨
細
申
マ
テ
モ
ナ
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
内
氏
の
安
芸
国
東
西
条
の
知
行
の
正
当
性
を
証
明
す
る
文
書
で
あ
る
。

こ
の
第
五
条
は
、
少
弐
氏
と
の
対
抗
関
係
を
記
し
た
一
条
！
四
条
と
は
質
的
に
異
な
る
条
文
で
あ
る
。
こ
の
条
書
家
を
大
内
氏
側
の
反

論
書
と
見
た
場
合
、
安
芸
国
東
西
条
に
つ
い
て
も
大
内
氏
と
係
争
す
る
者
が
お
り
、
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
が
第
五
条
の
主
旨
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
相
手
は
、
地
理
的
に
み
て
少
弐
氏
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
安
芸
圏
内
の
領
主
、
特
に
武
田
氏
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

同

文

末

本
条
書
案
の
文
末
に
は
、
「
己
上
、
御
支
証
案
文
有
之
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
こ
の
条
書
案
に
付
随
し
て
、
「
支
証
案
文
」
す
な
わ
ち

証
拠
と
な
る
関
係
書
類
の
案
文
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
各
条
文
の
検
討
に
お
い
て
も
随
時
言
及
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
検

討
し
よ
う
。
ま
ず
、
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

表
(3) 

「大内教弘条書案」に見える文書

五 条四 条四 一
条

粂 条 条 文

寛正

嘉吉草背主
水享十 嘉ゴコ

文
年ノ－ノ4、、－ 

7年C 

年 年 十

サ月
月 月
十月

九 廿 廿 四

御判日
五 五

長i容奪盈
書

御教書日i 弐霊
ヲ

御免

ノ

御教書

五

号
j八 ク J¥}¥ 

間書家文（号→ （号四） に号） 

(J) 

号番

計
五
通
で
あ
る
が
、
三
番
目
と
四
番
目
の
文
書
は
同
一
の
も
の
な
の
で
、
計
四
通
と
な
る
。
表
附
に
示
し
た
よ
う
に
、
四
通
い
ず
れ
も

姥
川
家
文
書
中
に
案
文
が
現
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
が
文
末
の
「
御
支
証
案
文
」
に
相
当
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
二

八
号
文
書
は
、
付
嘉
吉
元
年
十
月
十
四
臼
室
町
将
軍
家
御
教
書
案
（
大
内
教
弘
宛
）
、
口
嘉
吉
元
年
十
月
十
四
日
飯
尾
貞
連
書
状
案
（
大

内
教
弘
宛
）
、
臼
嘉
吉
元
年
九
月
廿
七
日
飯
尾
貞
連
書
状
案
（
大
内
教
弘
宛
）
、
四
永
享
十
二
年
二
月
廿
五
日
室
町
将
軍
家
御
教
書
案
（
大

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

五



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

」ー，、

内
持
世
宛
）

の
四
通
か
ら
な
る
。
い
ず
れ
も
同
筆
で
、
一
枚
の
継
紙
に
連
続
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
一
連
の
案
文
で
あ
る
と
と
を
示
し
て

い
る
。
白
飯
尾
貞
連
書
状
案
は
、
本
条
書
案
に
は
所
見
が
な
い
が
、
内
容
か
ら
す
る
と
、
嘉
吉
元
年
九
月
、
大
内
教
弘
が
上
洛
す
る
た
め

安
芸
ま
で
進
発
し
た
こ
と
の
徴
証
と
し
て
作
成
さ
れ
た
案
文
で
あ
る
。

五
条
の
検
討
の
際
に
引
用
し
た
寛
正
六
年
六
月
廿
九
日
足
利
義
政
御
判
御
教
書
案
は
、
竪
紙
一
紙
に
写
さ
れ
て
お
り
、
二
八
号
の
一
連

の
案
文
と
は
別
紙
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
人
号
と
五
三
号
は
同
筆
と
考
え
ら
れ
、
同
一
人
物
の
手
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
案
文
が
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
大
内
氏
か
ら
の
提
出
後
、
室
町
幕
府
関
係
者
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
も
の

と
推
定
で
き
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
こ
紙
五
通
の
案
文
の
発
給
者
は
い
ず
れ
も
室
町
幕
府
関
係
者
で
あ
る
。
充
所
は
い
ず
れ
も
大
内
氏
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
れ
ら
の
案
文
は
、
大
内
氏
の
も
と
に
集
積
さ
れ
、
保
管
さ
れ
て
い
た
家
文
書
の
中
か
ら
、
関
係
文
書
だ
け
を
選
ん
で
作
成
さ
れ
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
本
条
書
案
が
大
内
氏
側
が
記
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
具
書
と
し
て
大
内
氏
の
家
文
書
の
中
か
ら

案
文
が
作
成
さ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
内
氏
の
も
と
に
は
「
山
口
殿
中
文
庫
」
が
あ
り
、
文
書
や
書
籍
が
保
管
さ
れ
て
い

た
。
室
町
幕
府
発
給
文
書
を
含
む
家
文
書
も
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
蟻
川
家
文
書
に
残
る
本
条
書
案
の
具
書
案
文
は
、

現
在
伝
わ
ら
な
い
大
内
氏
の
家
文
書
の
一
端
を
も
示
し
て
い
る
。

二
、
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
の
史
料
的
性
格

成
立
時
期

「
大
内
教
弘
条
書
案
」
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
『
峰
川
家
文
書
之
一
』
が
記
す
よ
う
に
、
本
文
書
が
第
五
条
に
あ
る
寛
正

六
年
（
一
四
六
五
）
六
月
廿
九
日
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
五
月
、
応
仁
の
乱
が
お
こ
っ

た
。
大
内
政
弘
は
西
軍
の
有
力
武
将
と
し
て
東
上
し
、
七
月
二
十
日
に
は
兵
庫
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
年
、
対
馬
に
い
た
少
弐
教
頼
は



宗
盛
直
と
共
に
蜂
起
し
、
対
馬
島
兵
を
率
い
て
筑
前
に
入
っ
た
が
、
大
内
氏
ら
の
た
め
に
敗
死
し
た
。
少
な
く
と
も
こ
れ
は
応
仁
元
年
十

月
二
十
八
日
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
大
内
氏
と
少
弐
氏
の
関
係
を
記
し
た
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
に
は
、
応
仁
の
乱
や
少
弐
教
頼
の
敗
死

に
つ
い
て
の
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
書
案
の
下
限
は
一
応
、
応
仁
元
年
五
月
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
本
条
書
案
に
見
え
る
寛
正
六
年
六
月
二
十
九
日
と
い
う
時
期
は
、
大
内
氏
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ

を
検
討
す
る
こ
と
で
年
代
の
幅
を
さ
ら
に
限
定
し
た
い
。
寛
正
五
年
十
一
月
十
三
日
、
室
町
幕
府
は
大
内
教
弘
に
対
し
て
細
川
氏
と
対
立

す
る
伊
予
の
河
野
通
春
を
討
た
せ
た
。
翌
六
年
六
月
、
大
内
教
弘
は
兵
を
伊
予
に
進
め
た
も
の
の
、
幕
府
の
命
に
背
い
て
河
野
通
春
を
助

表
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“ 寛
正
六
年
の
大
内
氏
を
め
ぐ
る
動
向

記

事

教
弘
、
剣
・
銭
を
幕
府
に
進
む

幕
府
、
銭
千
貫
文
を
教
弘
に
借
り
、
遺
明
船
の
費
に
充
つ

教
弘
、
曹
皮
を
幕
府
に
献
ず

幕
府
、
細
川
勝
元
の
請
に
よ
り
、
近
国
諸
将
を
し
て
河
野
通
春
を
討
た
し
む
。
教
弘
、
兵
を
率
い
て
伊
予
に
至
り
、
陰
に
通
春
を
助
く

教
弘
、
幕
府
に
反
し
、
通
春
を
助
く

幕
府
、
教
弘
を
し
て
大
嘗
会
段
銭
を
九
州
諸
国
に
課
せ
し
む

足
利
義
政
、
医
師
を
遺
し
て
教
弘
の
病
を
療
せ
し
む

大
内
氏
の
将
陶
弘
正
、
安
芸
国
府
に
戦
死
す

教
弘
、
伊
予
興
居
島
に
て
病
死
す

大
内
氏
の
軍
、
小
早
川
領
内
に
戦
い
て
勝
た
ず

幕
府
、
使
僧
を
伊
予
に
遣
し
、
政
弘
を
し
て
兵
を
止
め
し
む

政
弘
、
河
野
通
春
を
助
け
て
、
伊
予
井
付
に
戦
、
っ

幕
府
、
細
川
勝
元
の
請
に
よ
り
、
大
内
政
弘
追
討
の
令
を
発
す

幕
府
、
吉
川
経
基
を
し
て
、
政
弘
追
討
の
箪
を
催
さ
し
む

細
川
勝
元
、
書
を
小
早
川
湘
平
に
与
え
て
、
政
弘
追
討
を
催
促
す
る

『
山
口
県
文
化
史
年
主
に
よ
る

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

七



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

j人

け
た
。
表
凶
は
寛
正
六
年
の
大
内
氏
の
動
向
を
年
表
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
内
教
弘
は
、
出
陣
中
の
伊
予
輿
居
島
で
九
月
三
日
病
死
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
書
案
の
成
立
が
寛
正
六
年
九
月
三
日
以
前
で
あ
れ
ば
、
作
成
者
は
大
内
教
弘
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
九
月

四
日
以
降
で
あ
れ
ば
別
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
内
氏
と
室
町
幕
府
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
大
内
教
弘
が
河
野
通
春
に
味
方
し
た
六
月
以
降
に
お
い
て
も
、
大
嘗
会
段
銭
を
教
弘
に

－幻｝

賦
課
せ
し
め
て
い
る
よ
う
に
、
室
町
幕
府
の
追
討
は
、
つ
け
て
い
な
い
。
次
の
文
書
は
、
九
月
十
八
日
に
伊
勢
貞
親
が
出
し
た
書
状
で
あ
る
。

就
与
州
之
儀
、
御
合
力
不
可
然
旨
、
先
度
被
仰
遣
候
処
、
剰
自
身
渡
海
之
由
被
聞
召
之
問
、
被
下
御
室
田
候
、
所
詮
早
速
被
止
御
合
力
之

儀

今3御
’子帰
目立国
可
炊

存
候

恐
々

謹
上

大
同内
新孟左長
介忠京芸
殿大
夫
人
道
殿

本
書
状
は
、
大
内
教
弘
・
政
弘
父
子
に
対
し
て
河
野
通
春
へ
の
合
力
を
止
め
、
帰
国
を
す
る
よ
う
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
九
月
十
八

日
の
時
点
に
お
い
て
も
、
大
内
氏
は
幕
府
か
ら
追
討
を
う
け
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
室
町
幕
府
が
大
内
氏
の
追
討
を
決
定
し
た
こ

と
が
わ
か
る
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

大
内
新
介
政
弘
治
罰
事
、
不
自
令
発
向
、
可
被
致
忠
節
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
の
執
達
知
件
、

古
川
山
政
口
さ

尾
張
守
（
花
押
）

寛
吉正
川六
次年
郎十
三完月
郎§廿
殿六
日

管
領
畠
山
政
長
奉
ず
る
室
町
将
軍
家
御
教
書
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
大
内
政
弘
治
罰
御
教
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
と
同
日
付
・
同
内
容

の
将
軍
家
御
教
書
が
小
早
川
烈
平
に
対
し
て
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
内
政
弘
治
罰
の
決
定
は
、
細
川
氏
の
工
作
に
よ
っ
て
十
月
二
十

二
日
に
な
さ
れ
た
ら
し
く
、
同
日
に
は
細
川
氏
一
族
が
足
利
義
政
に
太
万
を
献
上
し
て
い
る
。
寛
正
六
年
十
月
二
十
二
日
に
大
内
政
弘
治



罰
の
決
定
が
な
さ
れ
、
十
月
二
十
六
日
付
で
安
芸
国
人
に
対
し
て
政
弘
治
罰
御
教
書
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
は
、

こ
の
河
野
氏
合
力
に
よ
る
大
内
氏
の
治
罰
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
治
罰
決
定
の
十
月
二
十
二
日
以
降
は
、
条
書
案
の
よ
う

な
少
弐
氏
に
対
す
る
反
論
書
を
幕
府
に
提
出
す
る
状
況
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
大
内
政
弘
治
罰
の
情
報
が
大
内
氏
の
も
と
に
伝
わ
る
に
は
若

干
の
日
数
を
要
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
条
書
案
の
下
限
を
寛
正
六
年
十
月
二
十
二
日
と
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
作
成
時
期

は
、
同
年
六
月
一
一
十
九
日
か
ら
十
月
二
十
二
日
に
至
る
四
か
月
間
に
限
定
さ
れ
た
。

こ
の
四
か
月
間
に
、
大
内
氏
と
少
弐
氏
が
筑
前
回
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
を
行
う
よ
う
な
事
実
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
次
の

『
親
元
日

記
』
寛
正
六
年
九
月
十
一
日
条
は
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

九
州
少
弐
方
江
御
状
事
、
以
備
前
殿
奉
之
、
大
概
案
文
有
之
、
小
文
也
、

就
筑
前
国
事
、
御
注
進
之
趣
、
町
奉
行
人
致
披
露
之
処
、
重
而
被
成
下
奉
書
候
、
目
出
候
、
早
々
御
入
国
可
然
候
、
将
又
鳶
眼
二
千

疋
給
旨
、
・
尤
以
祝
着
之
至
候
、
恐
々
、

《
宜
正
六
年
九
月
十
臼
）

九
十
ム
教
輯
）

謹
上
大
宰
少
弐
殿
比
一
過
小
倉
入
道
ニ
渡
之
、

こ
の
史
料
か
ら
、
①
少
弐
教
頼
が
筑
前
回
の
事
に
つ
き
、
室
町
幕
府
に
何
ら
か
の
注
進
を
行
っ
た
こ
と
、
②
こ
の
注
進
を
奉
行
人
が
将

｛
伊
易
自
観
｝

耳

F
I
l
l－
－

，4，a
 

軍
に
披
露
し
、
重
ね
て
奉
書
が
下
さ
れ
た
こ
と
、
③
そ
の
事
を
伊
勢
貞
親
が
賀
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
早
々
御
入
国
可
然
候
」
と

い
う
の
は
、
少
弐
教
頼
に
対
し
て
筑
前
に
早
く
入
国
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
筑
前
守
護
は
大
内
氏
で
あ
り
、
少

弐
教
頼
は
対
罵
に
い
て
宗
氏
の
庇
護
を
、
つ
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
少
弐
教
頼
が
行
っ
た
筑
前
固
に
関
す
る
注
進
と
は
、
筑
前
国
の
還

補
申
請
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
室
町
幕
府
は
こ
れ
を
認
め
、
少
弐
教
頼
に
筑
前
守
護
職
を
遼
補
し
た
の
で
あ
る
。
伊
勢
貞
親
は
こ
れ

を
ふ
ま
え
て
、
少
弐
教
頼
に
対
馬
か
ら
筑
前
に
入
国
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
少
弐
教
頼
の
筑
前
守
護
還
補
申
請
を
誰
が
い
つ
室
町
幕
府
に
伝
え
た
の
か
を
検
討
し
よ
う
。
『
親
元
日
記
』

の
こ
の
前
後

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

九



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

。

の
記
事
を
見
て
も
、
少
弐
氏
の
家
臣
が
教
頼
の
誌
進
状
を
幕
府
に
提
出
し
た
と
い
う
記
事
は
な
い
。

《揖聴｝

一
、
自
宗
刑
部
少
輔
方
、
御
礼
事
、
近
年
御
分
間
之
通
路
依
不
鰍
候
、
遅
々
之
由
申
候
、
事
実
候
者
、
不
可
然
候
、
無
其
儀
候
者
、
早
々

御
礼
可
申
之
旨
、
被
仰
達
候
者
、
可
然
候
、
恐
々
、

戸
直
正
六
年
六
月
宜
目
－

六

五

｛
敏
弘
｝

大
内
左
京
大
夫
入
道
殿

伊
勢
貞
親
が
大
内
教
弘
に
充
て
た
書
状
で
あ
る
。
対
馬
島
主
宗
成
職
が
室
町
幕
府
へ
御
礼
を
行
お
う
と
し
て
い
る
が
、
大
内
氏
の
分
国

中
の
通
行
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
使
者
の
上
洛
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
分
国
中
の
通
行
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
事
実
な
ら

ば
通
行
を
円
滑
に
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
事
実
で
な
け
れ
ば
早
く
御
礼
を
す
る
よ
う
に
宗
成
職
に
伝
達
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
寛

謹
上

｛岨｝

正
六
年
六
月
当
時
、
対
罵
の
宗
成
職
が
使
者
を
室
町
幕
府
に
派
遣
し
よ
う
と
し
た
が
、
大
内
氏
が
瀬
戸
内
海
の
交
通
を
押
え
て
い
る
た
め
、

通
行
で
き
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
安
芸
か
ら
伊
予
に
か
け
て
は
、
河
野
方
と
細
川
方
の
合
戦
が
続
い
て
お
り
、
大
内
氏
が
西
瀬
戸

内
海
の
海
上
を
押
え
て
い
た
た
め
、
使
船
の
通
行
が
順
調
に
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

内成現】

宗
刑
部
少
輔
進
物
船
事
、
於
小
浜
津
着
岸
、
自
然
之
時
宜
無
御
等
閑
候
者
、
可
喜
存
候
、
恐
々
、

《

宜

正

六

年

七

月

＋

三

日

｝

《

伊

値

切

貞

輔

w

今

日

貞

｜

｜

伊
賀
次
郎
左
衛
門
尉
若
州
小
浜
之
代
官
、
殊
在
屈
曲
『
｛
岨
】

こ
の
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
室
町
幕
府
に
対
す
る
宗
成
職
の
進
物
船
は
、
大
内
氏
が
押
え
る
瀬
戸
内
海
を
避
け
、

B
本
海
ル
l
ト

に
よ
っ
て
、
七
月
十
三
日
以
前
、
若
狭
国
小
浜
に
着
岸
し
た
。
こ
の
書
状
は
、
伊
勢
貞
親
が
そ
の
処
置
を
小
浜
代
官
伊
賀
次
郎
左
衛
門
尉

に
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
宗
成
職
の
使
者
は
七
月
十
三
日
以
降
間
も
な
く
京
都
に
到
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
以
後
、
対
馬
宗
氏

関
係
の
記
事
は
『
親
元
日
記
」
に
は
見
え
ず
、
九
月
十
一
日
条
の
少
弐
教
頼
筑
前
守
護
還
補
の
記
事
が
突
知
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
対
馬
島
主
宗
成
職
の
幕
府
へ
の
遺
使
と
少
弐
教
頼
筑
前
守
護
還
補
を
整
合
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
寛
正
六



年
七
月
十
三
日
以
降
、
宗
成
職
の
使
者
が
若
狭
か
ら
室
町
幕
府
に
到
着
し
、
御
礼
と
進
物
を
行
っ
た
。
そ
の
時
、
同
時
に
筑
前
守
護
遼
補

を
訴
え
る
少
弐
教
頼
の
注
進
状
も
提
出
し
、
幕
府
に
還
補
を
訴
え
た
。
幕
府
で
は
こ
れ
を
審
議
し
、
大
内
教
弘
の
伊
予
河
野
通
春
合
力
が

明
確
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
九
月
十
日
、
少
弐
教
頼
へ
の
筑
前
守
護
還
補
を
認
め
た
。

先
に
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
を
、
少
弐
氏
に
よ
る
筑
前
守
護
還
補
要
求
に
大
内
氏
が
反
論
し
た
も
の
と
推
定
し
た
が
、
少
弐
氏
が
幕
府

に
提
出
し
た
訴
状
と
は
、
七
月
十
三
日
以
降
、
宗
成
職
の
使
者
が
幕
府
に
提
出
し
た
少
弐
教
頼
注
進
状
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
条
書
案
の
上
限
は
寛
正
六
年
七
月
十
三
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
条
書
案
作
成
の
正
確
な
期
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
寛
正
六

年
七
月
十
三
日
か
ら
十
月
二
十
二
日
ま
で
の
問
、
少
弐
教
頼
の
筑
前
守
護
還
捕
を
求
め
る
注
進
状
の
提
出
や
筑
前
守
護
還
補
の
決
定
を
契

機
と
し
て
、
大
内
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

口

作

成

者

『
謄
川
家
文
書
之
一
』
で
は
、
「
大
内
教
弘
条
害
案
」
と
い
う
題
名
か
ら
、
本
文
書
の
作
成
者
（
発
給
者
）
を
大
内
教
弘
と
見
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
先
述
の
ご
と
く
、
大
内
教
弘
は
寛
正
六
年
九
月
三
日
に
伊
予
で
病
死
し
て
い
る
。
作
成
の
時
期
が
こ
れ
以
前
で
あ
れ
ば

大
内
教
弘
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
で
あ
れ
ば
子
の
大
内
政
弘
の
可
能
性
が
高
く
な
る
。

本
条
書
案
中
に
登
場
す
る
大
内
氏
関
係
の
人
物
と
し
て
は
、
満
世
（
第
一
条
）
・
修
理
大
夫
持
世
（
第
二
条
）
・
左
京
大
夫
入
道
教
弘

（
第
三
条
）
の
三
名
が
い
る
。
文
書
の
作
成
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
大
内
教
弘
で
あ
る
が
、
「
左
京
大
夫
人
道
教
弘
、
播
州
へ
発
向
ノ
為
ニ
、

芸
州
マ
テ
進
発
ア
レ
ハ
」
「
教
弘
、
芸
州
ヨ
リ
ス
ク
ニ
豊
前
国
へ
渡
海
有
テ
、
即
時
ニ
遂
対
治
了
」
と
あ
り
、
大
内
持
世
と
同
様
、
一
人

称
で
は
な
く
三
人
称
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
か
ら
す
る
と
、
教
弘
よ
り
も
政
弘
の
方
が
作
成
者
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
文
書
は
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
と
す
る
よ
り
も
、
「
大
内
政
弘
（
カ
）
条
書
案
」
と
す
る
方
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。

『
捲
川
家
文
書
之
こ
五
四
号
文
書
の
解
説
に
よ
る
と
、
本
文
書
は
姥
川
親
元
の
筆
蹟
で
あ
る
と
い
う
。
姥
川
親
元
は
、
室
町
幕
府
政

所
教
事
伊
勢
貞
親
・
貞
宗
の
被
官
で
、
寛
正
六
年
ご
ろ
は
御
庭
水
番
・
御
物
奉
行
を
勤
め
、
文
明
五
年
八
月
に
政
所
代
に
就
任
し
て
い
る
。

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

大
内
氏
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
室
町
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
文
書
が
、
幕
府
関
係
者
に
よ
っ
て
案
文
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
案
文
作
成
の

目
的
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
具
書
案
も
同
時
に
案
文
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
、
一
連
の
関
係
文
書
が

捲
川
家
文
書
の
中
に
伝
来
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
来
、
こ
の
条
書
の
原
本
に
は
日
付
と
差
出
書
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
案

文
が
作
成
さ
れ
た
時
点
で
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

巴）

史
料
の
性
格

以
上
の
考
察
を
要
約
す
る
と
、
本
史
料
は
、
寛
正
六
年
七
月
十
三
日
か
ら
十
月
二
十
二
日
ま
で
の
問
に
大
内
政
弘
が
作
成
し
た
条
蓄
の

案
文
で
あ
る
。
文
書
作
成
の
直
接
の
契
機
は
、
寛
正
六
年
七
月
の
少
弐
教
頼
の
筑
前
守
護
還
補
要
求
な
い
し
九
月
の
筑
前
守
護
還
補
で
あ
っ

た
。
少
弐
氏
側
の
主
張
に
対
す
る
大
内
氏
側
の
反
論
書
で
あ
り
、

い
わ
ば
陳
状
的
文
書
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
捲
川
家
文
書
「
大
内
教
弘
条
書
案
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
享
期
か
ら
嘉
吉
期
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏
と
の
関

係
、
さ
ら
に
は
両
者
と
室
町
幕
府
と
の
関
係
、
寛
正
六
年
に
お
け
る
三
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
、
寛
正
六
年
の
動
向
は
、
室

町
幕
府
の
意
図
、
伊
予
河
野
氏
の
乱
と
大
内
氏
の
活
動
、
少
弐
氏
・
宗
氏
の
動
き
な
ど
が
複
雑
に
か
ら
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
さ
ら
に
、
応
仁
の
乱
を
予
測
さ
せ
る
よ
う
な
動
き
が
瀬
戸
内
海
周
辺
で
お
こ
っ
て
い
た
。
大
内
政
弘
が
西
軍
に
味
方
し
た
の
は
、

河
野
通
春
が
細
川
勝
元
（
東
軍
の
主
将
）
と
抗
争
し
て
い
た
か
ら
で
、
当
然
の
選
択
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
永
享
期
か
ら
寛
正
六
年
に
か
け
て
の
筑
前
回
を
め
ぐ
る
大
内
氏
と
少
弐
氏
の
対
立
抗
争
は
室
町
幕
府
の
存
在
を
抜
き

に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
が
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
の
枠
組
み
の
中
で
抗
争
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
永
享
l
嘉

吉
期
の
両
者
と
室
町
幕
府
の
関
係
と
、
寛
正
六
年
の
そ
れ
と
で
は
、
質
的
に
差
が
あ
る
。
永
享
l
嘉
吉
期
す
な
わ
ち
義
教
将
軍
期
の
前
後

に
お
い
て
は
、
室
町
幕
府
の
支
持
を
得
た
大
内
氏
が
終
始
少
弐
氏
を
圧
倒
し
た
。
大
内
氏
は
独
力
で
少
弐
・
宗
氏
の
勢
力
を
排
除
し
た
の



で
は
な
く
、
室
町
幕
府
の
支
持
に
よ
っ
て
勝
利
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
大
内
側
に
は
、
室
町
幕
府
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
た
中
国
・
九
州
の

奉
公
衆
・
国
人
が
多
数
参
加
し
た
か
ら
で
あ
る
。
少
弐
治
罰
御
教
書
と
室
町
幕
府
の
旗
は
、
奉
公
衆
・
国
人
を
大
内
氏
の
下
に
結
集
き
せ

る
重
要
な
機
能
を
担
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
九
州
に
お
け
る
反
幕
府
的
勢
力
を
討
伐
す
る
機
能
が
体
制
的
に
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
体
制
こ
そ
が
幕
府
｜
守
護
体
制
で
あ
っ
た
。
守
護
大
名
た
ち
が
守
護
職
を
め
ぐ
る
争
い
に
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
室
町
幕
府
の

支
持
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
室
町
期
の
守
護
た
ち
を
室
町
幕
府
に
求
心
的
た
ら
し
め
た
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
寛
正
六
年
の
段
階
に
な
る
と
事
情
が
変
っ
て
い
た
。
大
内
氏
が
幕
命
に
背
き
、
河
野
通
春
に
味
方
し
て
細
川
氏
を
中
心
と
す

る
幕
府
勢
力
と
戦
っ
た
。
幕
府
は
、
大
内
氏
の
八
刀
国
筑
前
を
、
少
弐
氏
の
要
請
に
よ
っ
て
同
氏
に
還
補
し
、
大
内
政
弘
治
罰
御
教
書
を
発

し
た
が
、
大
内
政
弘
を
屈
伏
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
寛
正
六
年
九
月
に
筑
前
守
護
に
補
任
さ
れ
た
少
弐
教
頼
が
筑
前
に
入
国
し

た
の
は
、
応
仁
の
乱
勃
発
の
応
仁
元
年
で
あ
り
、
大
内
・
大
友
両
氏
の
た
め
に
筑
前
で
敗
死
し
た
。
文
安
二
年
に
筑
前
守
護
に
補
任
さ
れ

た
時
、
筑
前
に
入
国
し
、
筑
前
支
配
を
再
開
し
た
少
弐
氏
が
、
寛
正
六
年
に
は
、
二
年
間
も
入
国
で
き
ず
、
結
局
大
内
氏
の
勢
力
に
よ
っ

て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
変
化
の
要
因
と
し
て
、
室
町
幕
府
権
力
の
弱
体
化
と
守
護
領
国
支
配
の
強
化
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
時
期
、
地
方
に
お
け
る
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
の
枠
組
は
明
ら
か
に
解
体
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〔注〕

（1
）
田
沼
睦
「
室
町
幕
府
・
守
護
・
箇
人
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
中
世
二
一
、
一
九
七
六
年
）
。
な
お
、
守
護
領
国
制
に
関
す
る
研
究
史
は
、

今
谷
明
『
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
序
章
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

（2
）
拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
支
配
｜
義
弘
期
か
ら
政
弘
期
ま
で
！
」
（
川
添
昭
二
編
『
九
州
中
世
史
研
究
』
第
一
輯
、
文
献
出
版
、
一
九
七
八
年
）
。

（3
）
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第
二
十
一
「
賂
川
家
文
書
之
一
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
。

（4
）
「
朝
敵
」
と
は
本
来
、
朝
廷
に
対
す
る
敵
を
意
味
す
る
が
、
本
史
料
で
は
、
室
町
幕
府
（
将
軍
）
に
対
す
る
敵
の
音
叫
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（5
）
綾
部
家
文
書
応
永
五
年
間
四
月
二
十
二
日
渋
川
満
頼
施
行
状
（
「
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
十
三
一
巻
）
。

（8
）
「
伯
家
雑
記
」
（
同
前
）
。

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏



室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

四

（7
）
近
藤
清
石
『
大
内
氏
実
録
』
所
収
「
大
内
系
悶
」
。

（8
）
『
満
済
機
后
日
記
』
『
看
開
日
記
』
等
を
見
る
限
り
、
永
享
一
一
一
年
に
大
内
盛
見
に
対
し
て
治
罰
御
教
書
・
旗
が
下
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

（9
）
『
捲
川
家
文
書
之
こ
二
八
号
口
幕
府
奉
行
性
通
郵
害
状
案
。

（
叩
）
拙
稿
「
永
事
十
二
年
少
弐
嘉
頼
赦
免
と
そ
の
背
景
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
異
国
と
九
州
』
雄
山
閥
、
一
九
九
二
年
）
。

（
孔
）
本
多
美
穂
「
室
町
時
代
に
お
け
る
少
弐
氏
の
動
向
i
貞
頼
・
満
貞
期
」
（
『
九
州
史
学
』
九
一
号
、
一
九
八
八
年
）
。

（
ロ
）
前
掲
注
（
叩
）
拙
稿
一
一
一
一

l
一一一一一頁。

（
日
）
『
姥
川
家
文
書
之
一
』
二
八
号
倒
幕
府
管
領
細
川
持
之
奉
書
案
。

（H
）
『
捲
川
家
文
書
之
一
』
に
よ
る
と
、
二
八
号
文
書
「
大
内
氏
文
書
案
」
は
四
通
の
文
書
か
ら
な
っ
て
い
る
。

（
日
）
阿
蘇
家
文
書
。
前
掲
注
（
叩
）
拙
稿
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

（
日
）
前
掲
注
（
2
）
拙
稿
二
九
九
1
三
O
O頁。

（
げ
）
佐
田
文
書
嘉
吉
元
年
十
月
五
日
室
町
将
軍
家
御
教
書
（
「
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
十
一
一
一
巻
）
に
「
九
州
事
、
就
錯
乱
」
と
あ
る
。

（
国
）
『
捲
川
家
文
書
之
こ
二
八
号
臼
幕
府
奉
行
性
通
説
奉
書
案
。

（
日
）
前
掲
注
（
げ
）
室
町
将
軍
家
御
教
書
。

（
却
）
松
岡
久
人
「
大
内
氏
の
豊
前
回
支
配
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
圭
二
三
巻
二
号
、
一
九
六
四
年
）
。

（
幻
）
佐
田
文
書
「
嘉
吉
元
年
」
十
月
廿
三
日
佐
沼
盛
景
請
文
（
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
十
三
巻
）
。

（
辺
）
毛
利
家
文
書
嘉
吉
元
年
十
月
十
四
日
室
町
将
軍
家
御
教
書
（
同
前
）
。

（
お
）
『
蟻
川
家
文
書
之
こ
二
八
号
付
幕
府
管
領
細
川
持
之
奉
書
案
。

（
担
）
前
掲
注
（
2
）
拙
稿
一
一
七
四
頁
。

（
お
）
「
足
利
将
軍
御
内
世
菅
井
奉
書
留
」
（
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
十
三
巻
）
。

（
却
）
志
賀
文
書
（
向
前
）
。

（
訂
）
同
前
。

（
沼
）
田
中
健
夫
訳
注
「
海
東
諸
国
紀
」
（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
）
。

（
却
）
光
浄
寺
文
書
「
太
宰
少
弐
藤
原
朝
臣
司
馬
少
卿
次
第
」
（
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
十
三
巻
）
。

（
釦
）
前
掲
注
（
2
）
拙
稿
二
九
八
頁
。

（
幻
）
同
前
二
七
五
頁
。



（
お
）
『
捲
川
家
文
書
之
一
』
五
三
号
将
軍
足
利
義
政
袖
判
御
教
書
案
。

（
お
）
大
日
本
古
文
害
『
小
早
川
家
文
書
之
二
』
一
一
一
一
一
号
・
一
二
九
号
。
引
用
の
文
書
は
一
二
九
号
。

（
純
）
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
写
真
版
に
よ
っ
て
判
断
し
た
。

（
お
）
山
口
県
文
書
館
蔵
興
隆
寺
文
書
箱
裏
書
。

（
拐
）
前
掲
注
（
2
）
拙
稿
三
O
三
頁
。

（
釘
）
『
親
元
自
記
』
（
続
史
料
大
成
）
寛
正
六
年
九
月
十
八
日
条
。
こ
の
文
書
の
充
所
に
大
内
教
弘
の
名
が
見
え
る
の
は
、
教
弘
の
死
の
情
報
が

幕
府
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
幕
府
に
は
十
月
七
日
に
注
進
が
到
著
し
て
い
る
（
「
親
元
日
記
』
寛
正
六
年
九
月
一
一
一
日
条
、
十
月

七
日
条
）
。

（
犯
）
大
日
本
古
文
書
室
口
川
家
文
書
之
一
』
四
八
号
。

（
却
）
大
日
本
古
文
書
『
小
早
川
家
文
書
之
二
』
一
四
O
号。

（
的
）
『
斎
藤
親
基
日
記
』
（
続
史
料
大
成
）
寛
正
六
年
十
月
二
十
二
日
条
、
『
蔭
涼
軒
目
録
」
（
同
前
）
寛
正
六
年
十
月
二
十
三
日
条
。

（
必
）
『
史
料
綜
覧
』
巻
入
、
寛
正
六
年
九
月
十
日
条
で
も
「
幕
府
、
少
弐
教
頼
ヲ
筑
前
守
護
ニ
補
ス
」
と
し
て
い
る
。

（
必
）
「
親
元
日
記
』
寛
正
六
年
六
月
五
日
条
。

（
必
）
『
親
元
日
記
」
寛
正
六
年
七
月
十
三
日
条
。

（
叫
）
文
明
八
年
七
月
、
壱
岐
の
受
職
人
三
甫
郎
太
郎
は
、
朝
鮮
使
節
金
自
貞
に
対
し
て
、
南
路
（
瀬
戸
内
海
）
は
兵
乱
の
た
め
統
制
が
と
れ
ず
、

海
賊
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
を
の
べ
、
「
若
自
一
岐
州
、
由
北
海
（
日
本
海
の
こ
と
）
而
行
、
則
風
便
八
日
、
可
到
若
狭
州
、
自
若
狭
州
、

陸
行
三
息
、
至
伊
麻
豆
（
今
津
）
泊
、
乗
船
由
水
路
行
、
三
息
至
沙
可
毛
道
（
坂
本
）
培
、
陸
行
一
息
、
至
国
王
処
（
京
都
の
室
町
幕
府
）
、

博
多
・
一
一
岐
商
販
人
、
皆
由
此
路
往
来
」
と
の
べ
て
い
る
（
「
成
宗
実
録
」
七
年
七
月
丁
卯
条
）
。
宗
成
織
は
こ
の
流
通
ル
l
ト
を
利
用
し
て

使
者
を
幕
府
に
派
遣
し
た
の
で
あ
る
。

（M
M
）
宗
成
職
は
、
寛
正
六
年
六
月
二
十
日
、
室
町
幕
府
か
ら
遣
明
船
の
対
馬
圏
内
に
お
け
る
警
聞
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
「
戊
子
入
明
記
」
所
収

同
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
）
。

（
羽
）
『
国
史
大
辞
典
」
「
捲
川
親
元
」
（
桑
山
浩
然
氏
執
筆
）
。

（
幻
）
応
仁
の
乱
の
主
役
の
一
人
斯
波
義
敏
は
、
長
禄
三
年
ご
ろ
大
内
教
弘
を
頼
っ
て
周
防
に
下
向
し
た
。
寛
正
六
年
十
月
、
斯
波
義
敏
は
大
内
氏

と
「
離
絶
」
す
る
こ
と
が
幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
、
十
月
十
六
日
に
上
洛
し
た
（
『
蔭
涼
軒
目
録
」
寛
正
六
年
十
月
二
日
l
十
九
日
条
）
。

室
町
時
代
に
お
け
る
大
内
氏
と
少
弐
氏

五


